
○死亡率２％未満でも、「まとまって死んでいる」「元気がない」 
 など通常と異なる異常な症状が現れていれば報告をお願いします。 
○敷地内に消石灰を散布するなど、消毒の強化徹底をお願いします。 
（消石灰が手に入らない方は、当所までご相談ください） 

  

     
                  
                 

  Ｈ５Ｎ１         Ｈ５Ｎ８   
    第２例目 鹿児島県出水市  第１例目 秋田県横手市         
  第４例目 兵庫県姫路市   第３例目   鹿児島県出水市    
  第５例目 熊本県南関町         
  第６例目 千葉県市川市 
  第７例目 埼玉県美里町    
  第８例目 広島県福山市 
  第９例目 青森県三戸町 
  第10例目 愛媛県西条市 
  第11例目 愛媛県西条市 
  第12例目 愛媛県西条市 
  第13例目 鹿児島県長島町 
  第14例目 千葉県八街市 
  第15例目 千葉県匝瑳市 
  第16例目 岩手県久慈市 
    第17例目 宮城県石巻市 
  第18例目 青森県横浜町 
  第19例目 青森県横浜町 
  第20例目 北海道白老町 
  第21例目 北海道網走市 
  第22例目 秋田県大仙市 
  第23例目 北海道釧路市 
   

・複数のルートで異なる由来のウイルスが国内各地に侵入 

今シーズンの特徴 

・今年1月、京都市内で採取された野鳥検体から、H5N1ウイ
ルスを確認 

㉕北海道網走市 【発生農場の概要】 
 ＜２５例目＞ 
  ・所 在 地  北海道網走市 
  ・飼養羽数  採卵鶏 約７６０羽 
 【経 過】 
  ・５月１３日、北海道は当該農場から、死亡羽

数増加の通報を受け立入り。簡易検査で陽
性を確認。 

  ・５月１４日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜であることを確認。 

・北海道、東北を中心に野鳥からのHPAIウイルス検出多発 



野鳥、環境試料からの高病原性鳥インフルエンザウイルス確認件数 
                         （令和４年５月１０日現在） 

 

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の遵守状況の点検を！

鶏、あひるなど家きん飼養者の皆様へ 
 

① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等（項目13） 

② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目14） 

③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等（項目15） 

④ 鶏舎に立ち入る者の手指消毒等（項目20） 

⑤ 鶏舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目21） 

⑥野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕（項目24） 

⑦ねずみ及び害虫の駆除（項目26） 

確認場所 確認件数  
採取試料 

野鳥 水、糞等 

鹿児島県 ８件 1 7 

北海道 ６７件 ６７ 

秋田県 １件 １ 

岩手県 ２２件 ２２ 

福島県 1件 1 

宮崎県 １件   1 

鳥取県 １件   1 

京都府 １件 1   


